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附
則

地
域
の
自
然
や
歴
史
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
人
々
が
創
造
し
て
き
た
文
化
は
、
暮
ら
し
に
ゆ
と
り
と
潤
い
を

も
た
ら
す
と
と
も
に
、
人
と
人
と
が
互
い
に
理
解
し
、
尊
重
し
合
う
社
会
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
栃
木
県
は
、
日
光
、
那
須
の
山
々
や
鬼
怒
川
を
は
じ
め
と
す
る
河
川
な
ど
豊
か
な
自
然

に
恵
ま
れ
て
お
り
、
県
内
に
は
、
こ
う
し
た
自
然
と
先
人
た
ち
の
知
恵
や
努
力
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
地
域
独
自
の

民
俗
芸
能
や
陶
器
、
織
物
な
ど
の
特
色
あ
る
伝
統
工
芸
が
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
日
光
の
社
寺
な
ど
多
く
の
文
化
的
遺
産
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、
音
楽
や
美
術
な
ど
の
芸
術
の
分
野

に
お
い
て
も
、
県
内
各
地
で
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
県
民
共
通
の
財
産
で
あ
る
本
県
の
多
彩
な
文
化
の
一
層
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
基

盤
と
し
て
新
た
な
県
民
文
化
を
創
造
し
、
次
代
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
誰
も
が
生
き
が
い
を
も
っ
て
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
活
力
と
個
性
に
あ
ふ
れ

た
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
協
働
の
理
念
の
も
と
に
本
県
文
化
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
決
意

し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
文
化
の
振
興
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
の
責
務
及
び
県
民
等
の
役
割

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
文
化
の
振
興
に
関
す
る
施
策
（
以
下
「
文
化
振
興
施
策
」
と
い
う
。
）
の
基

本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
振
興
施
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
心
豊
か
な
県
民
生

活
及
び
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

文
化
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
県
民
一
人
ひ
と
り
の
自
主
性
及
び
創
造
性
が

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
化
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
文
化
を
創
造
し
、
及
び
享
受
す
る
こ
と
が
人
々
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利

で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
県
民
が
等
し
く
文
化
を
鑑
賞
し
、
こ
れ
に
参
加
し
、
又
は
こ
れ
を
創
造
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
化
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
多
様
な
文
化
の
保
護
及
び
発
展
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

文
化
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
豊
か
な
自
然
、
歴
史
及
び
風
土
に
培
わ
れ
て
き
た
郷
土
の
伝
統
的
な
文
化



が
、
県
民
共
通
の
財
産
と
し
て
、
将
来
に
わ
た
り
保
存
さ
れ
、
及
び
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
文
化

の
創
造
の
た
め
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

文
化
の
振
興
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
、
文
化
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
及
び
個
人
（
以
下
「
文
化
団
体

等
」
と
い
う
。
）
、
事
業
者
、
市
町
村
並
び
に
県
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
又
は
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
相

互
に
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
文
化
振
興
施
策
を
総

合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
文
化
振
興
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
広
く
県
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
文
化
振
興
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
市
町
村
及
び
文
化
団
体
等
と
の
連
携
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
四
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
と
関
心
を
深
め
、
文
化
に
親
し
む
こ
と

等
を
通
じ
て
、
文
化
を
振
興
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
団
体
等
の
役
割
）

第
五
条

文
化
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
活
動
を
通
じ
て
、
文
化
を
振
興
す
る

役
割
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
文
化
活
動
へ
の
支
援
等
を
通
じ
て
、
文
化
を
振
興
す
る
役
割

を
果
た
す
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

文
化
振
興
基
本
計
画

第
七
条

知
事
は
、
文
化
振
興
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基

本
的
な
計
画
（
以
下
「
文
化
振
興
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
化
振
興
基
本
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
方
向

二

文
化
の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
の
振
興
に
関
し
必
要
な
事
項

３

知
事
は
、
文
化
振
興
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
栃
木
県
文
化
振
興
審
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
文
化
振
興
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
文
化
振
興
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章

文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策

（
芸
術
及
び
芸
能
の
振
興
）

第
八
条

県
は
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
、
写
真
、
演
劇
、
舞
踊
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
、
能
楽
、
歌
舞
伎
そ
の
他
の



芸
術
及
び
芸
能
の
振
興
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
生
活
文
化
等
の
振
興
）

第
九
条

県
は
、
茶
道
、
華
道
、
書
道
、
食
文
化
、
囲
碁
、
将
棋
そ
の
他
の
生
活
文
化
及
び
国
民
娯
楽
の
振
興

を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
財
の
保
存
等
）

第
十
条

県
は
、
有
形
及
び
無
形
の
文
化
財
が
適
切
に
保
存
さ
れ
、
継
承
さ
れ
、
及
び
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
伝
統
的
な
文
化
の
保
存
等
）

第
十
一
条

県
は
、
年
中
行
事
、
伝
統
工
芸
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
な
文
化
が
適
切
に
保
存
さ
れ
、

継
承
さ
れ
、
及
び
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
交
流
の
推
進
）

第
十
二
条

県
は
、
県
民
の
文
化
活
動
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
県
民
と
国
内
外
の
人
々
と
の
相
互
理
解
が

深
ま
る
よ
う
、
文
化
交
流
の
推
進
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
情
報
の
発
信
）

第
十
三
条

県
は
、
文
化
を
活
用
し
た
観
光
の
振
興
、
地
域
の
産
業
の
活
性
化
、
地
域
文
化
の
形
成
等
を
図
る

た
め
、
本
県
の
文
化
活
動
及
び
文
化
資
源
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
活
動
の
担
い
手
の
育
成
）

第
十
四
条

県
は
、
県
民
の
文
化
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
文
化
活
動
を
担
う
人
材
及
び
団
体
の
育
成
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
鑑
賞
等
の
機
会
の
充
実
）

第
十
五
条

県
は
、
広
く
県
民
が
文
化
を
鑑
賞
し
、
こ
れ
に
参
加
し
、
又
は
こ
れ
を
創
造
す
る
機
会
の
充
実
を

図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
文
化
活
動
の
充
実
）

第
十
六
条

県
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
文
化
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
教
育
等
に
お
け
る
文
化
活
動
の
充
実
）

第
十
七
条

県
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
お
け
る
文
化
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
施
設
の
充
実
及
び
活
用
）

第
十
八
条

県
は
、
県
民
の
文
化
活
動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
文
化
ホ
ー
ル
（
音
楽
、
演
劇
等
の
公
演
の
た
め

の
施
設
を
い
う
。
）
、
美
術
館
、
博
物
館
、
図
書
館
そ
の
他
の
文
化
施
設
の
充
実
及
び
活
用
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
情
報
の
収
集
及
び
提
供
）

第
十
九
条

県
は
、
県
民
の
文
化
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
の
文
化
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
及
び
提

供
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



（
文
化
に
よ
る
地
域
づ
く
り
）

第
二
十
条

県
は
、
文
化
が
、
家
庭
や
地
域
社
会
に
潤
い
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
地
域
の
特
色
あ
る
産
業
の

創
出
及
び
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
文
化
に
よ
る
地
域
づ
く
り
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
文
化
を
は
ぐ
く
む
環
境
の
整
備
）

第
二
十
一
条

県
は
、
個
性
豊
か
な
地
域
文
化
を
は
ぐ
く
む
た
め
、
自
然
環
境
の
保
全
、
優
れ
た
景
観
の
形
成

等
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
潤
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
る
文
化
的
な
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
及
び
文
化
団
体
等
と
の
連
携
等
）

第
二
十
二
条

県
は
、
市
町
村
の
文
化
振
興
施
策
及
び
文
化
団
体
等
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び

文
化
団
体
等
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
助
言
、
情
報
提
供
等
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
の
支
援
活
動
等
の
促
進
）

第
二
十
三
条

県
は
、
民
間
の
団
体
及
び
個
人
が
文
化
活
動
に
対
し
て
行
う
支
援
活
動
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
促
進
す
る
た
め
、
普
及
啓
発
、
情
報
提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
顕
彰
）

第
二
十
四
条

県
は
、
文
化
活
動
で
顕
著
な
成
果
を
収
め
た
者
そ
の
他
文
化
の
振
興
に
寄
与
し
た
者
の
顕
彰
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第
二
十
五
条

県
は
、
文
化
振
興
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
二
十
六
条

県
は
、
文
化
振
興
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

第
四
章

栃
木
県
文
化
振
興
審
議
会

第
二
十
七
条

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
し
、
及
び
知
事
の
諮
問
に

応
じ
、
文
化
の
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
栃
木
県
文
化
振
興
審
議
会
（
以
下
「
審

議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
の
振
興
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
い

て
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

４

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

５

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

６

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




